
2020年に向けた中小企業の 

働き方改革推進と東商の取り組みについて 

公労使による「新しい東京」実現会議 

東京商工会議所 
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■2020年に向けた働き方改革・交通輸送の円滑化 2 

【アンケート回答の主なポイント】  

○2020年に向けたテレワーク・時差出勤等の導入については、検討中の企業が4割以上。「取引先と
の関係で自社だけでは対応が難しい」、「東京2020大会の成功のため、行政が企業に対して協力
要請を出すべき」との声が寄せられ、企業の取り組みを促進するためには、企業のみならず社会
全体でムーブメントを起こすことが必要との指摘が寄せられた。 

○大会期間中の交通行動の見直し（変える・やめる・減らす）については、「対応を検討する」との回
答が過半数を占めるものの、特に運送業者からは、「配送時間はお客様が決めることであり、自社
のみでは決められない」、「取引先との契約で納入時間が指定されている」との声が寄せられており、 
荷主・配送先の理解協力と地域・業種特性に応じたきめ細かな配慮が必要。 

■「東京２０２０大会における交通輸送円滑化に関する会員アンケート」（2017年10月実施） 

 (１)テレワーク               (２)時差出勤                  (３)フレックス等柔軟な出退勤制度 



■2020年に向けた働き方改革・交通輸送の円滑化（東商の取り組み） 3 

2018年8月8日に、東京都等が主催する「2020TDM推進プ
ロジェクト」発足式に参加。小池都知事を始め、東京都、内
閣官房、大会組織委員会、経済団体等と意見交換を実施
したほか、TDMに向けた共同宣言を採択。官民が連携して
TDM推進に尽力していくことを確認した。 

(１)「2020TDM推進プロジェクト」に協力団体として参画 

TDMや交通輸送に関する最新の検討状況、今後のスケ
ジュール等について解説する説明会を東京都と連携して
実施。 
(2018年5月/103名参加、2018年11月/163名参加） 
※2019年2月にはエリア別の説明会を実施予定。 

(２)会員向けにTDM説明会を実施 

(３)時差Bizの推進 

快適通勤プロモーション協議会への参加（2018年7月）。 

2018年10月の常議員会や各種セミナー等での周知・PR。 

 

 

東京テレワーク推進センターにて視察会（2017年12月）、 

及びセミナーを開催（2018年11月） 。 

(４)テレワークの普及・啓発 

「2020TDM推進プロジェクト」発足式 

大会期間中の交通・輸送に関する説明会 

ﾌ゚ﾛﾓー ｼｮﾝ協議会で挨拶する中村副会頭 企業の生産性を高めるﾃﾚﾜー ｸ導入ｾﾐﾅー  



■東京における働き方改革関連法の認知度・対応状況 4 

○法律の内容について「知っている」と回答した企業は、「時間外労働の上限規制」が６０．２％、「年次有
給休暇の取得義務化」が７１．５％、「同一労働同一賃金」が５２．０％を占める。 

○（４）「時間外労働の上限規制」について「対応済・対応の目途が付いている」と回答した企業の割合は 
５４．５％。（５）本年４月に施行が迫った 「年次有給休暇の取得義務化」については４３．９％。（６） 「同
一労働同一賃金」については（４）、（５）に比べて低く、３１．０％にとどまる。 
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【働き方改革の認知度】 
※内容・名称ともに知っていると回答した企業の割合 

【働き方改革の対応状況】 
※対応済み・対応の目途がついている企業の割合 
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■働き方改革関連法の施行に係る準備状況等に関する調査（2018年10月実施） 



■従業員規模別の働き方改革関連法の認知度 5 

○(１)「時間外労働の上限規制」、(２)「年次有給休暇の取得義務化」、(３)「同一労働同一賃金」ともに、認知
度は従業員規模が小さくなるにつれて低下することから、中小企業における認知度に課題がある。 

○本年４月に施行が迫った(２)「年次有給休暇の取得義務化」は(１)、(３)に比べて認知度は高いが、 「名称
・内容ともに知っている」 と回答した企業は１００人以下の企業で約７０％、５０人以下の企業では、約６５
％を占める。 

○(３)「同一労働同一賃金」は(１)、(２)に比べて認知度は低く、特に５０人以下の企業では、「名称・内容とも
に知っている」企業の割合は４割に満たない。 
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■ 「法律の名称・内容ともに知っている」と回答した企業の割合 
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■東京における働き方改革関連法の認知度・対応状況（東商の取り組み） 

【働き方改革関連法対応セミナーの実施】 

テーマ：「働き方改革関連法の概要と企業に求められる対応」 

2018年7月～12月にかけて都内各地で計8回開催。1,500名
が参加。 

※2月～3月にかけて、都内３か所で東京労働局と連携した中
小企業向けのセミナーも開催予定。 

【東商新聞・ホームページ等での情報発信】 

東商新聞特集記事 

①9/10号：時間外労働の上限規制、年次有給休暇の取得義務化 

②10/10号：同一労働同一賃金（均等・均衡待遇の考え方、 

        ガイドライン案の内容等） 

※東商ホームページの「働き方改革」特集ページに同内容を掲載し、
広く情報を発信。 
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働き方改革関連法対応セミナー 

東商新聞9/10号働き方改革特集記事 

【働き方改革宣言企業制度の周知】 

上記セミナーのほか、東商本部の常議 

員会や23支部の役員会・評議員会にて 

TOKYO働き方改革宣言企業制度及び 

奨励金についてＰＲ。 宣言企業数2,000社超 

（目標：2020年度6,000社） 



■東京商工会議所の取り組み状況② -東商事務局の働き方改革、東京都との連携- 

【東京商工会議所事務局の働き方改革推進】 

2017年5月の「働き方改革宣言」に基づき、昨年11月の事務所移転を契
機に以下の取り組みを推進している。 

○20時一斉消灯の実施による所定外労働の削減 

○テレワーク等ＩＣＴの活用による生産性向上 

○時差ＢＩＺにつながる柔軟な出勤時刻の設定 

○ライフ・ワーク・バランスの理解促進に向けた管理職向け研修の実施 

○ボランティア休暇制度の導入検討 等 

【東京都との連携】 

2017年11月に東京都と「東京における働き方改革推進等に関する連
携協定」を締結。本協定に基づき以下の取り組みを実施している。 

○東京都施策説明会    ○東京都との労働政策に関する意見交換会 

○東京テレワーク推進センター視察会・セミナー  

○働き方改革宣言企業制度、時差BIZ、交通輸送円滑化の周知・ＰＲ 等 
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東商の働き方改革宣言（左）と東商の新
事務所（丸の内二重橋ビル）の外観（右） 

グループアドレスを採用したオフィスの様子 

東京都と締結した協定書と協定締結式 東京都と東商の意見交換会 多羅尾副知事への要望書手交 


